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令和４年７月７日 

障 害 福 祉 部 

障害施策推進課 

 

世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例（案）の検討状況について 

 

１ 主旨 

障害者の地域生活の支援や意思疎通手段等の保障を行い、障害理解の促進や障害者差別

の解消を進め、地域共生社会を実現するために必要な施策展開の基礎となる条例の制定に

向け、障害当事者や家族、障害者団体、区議会、専門家会議等から意見をいただき、ま

た、シンポジウムの実施、パブリックコメント募集を行い、条例内容について検討を重ね

てきた。 

この度、区では、心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況や状態にある区

民が、互いの多様性を尊重し、異なる価値観を認め合い、共に暮らし続けることができる

インクルーシブな地域共生社会を実現するため、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社

会の実現をめざす条例」を制定する。 

パブリックコメント等を踏まえた条例（案）の検討状況について以下の通り報告する。 

 

２ これまでの経過 

令和３年２月 ７日  福祉保健常任委員会に検討状況を報告 

４年５月２６日  福祉保健常任委員会に条例素案を報告 

  ５月２７日  シンポジウム開催 

「障害理解を促進し、地域共生社会の実現を目指すせたがや 

シンポジウム～地域共生社会の実現を目指して、今私ができ 

ること～」 

５月３１日 

～６月２１日 区民意見募集（パブリックコメント） 

 

３ 条例（案）について 

別紙１、２を参照。 

 

なお、専門家会議等から、条例の前文のような位置に当事者の思いや議論の経過を入れ

てはどうかとの意見をいただいたが、その後の検討において、前文には、条文との整合性

を考慮し、法令や区の取り組みの経緯等について記載することとなった。このため、当事

者の思いや議論の経過、手話言語の考え方について、条例施行時の区民周知用パンフレッ

トに説明を記載することを検討している。 
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４ 区民からの主な意見（パブリックコメントの結果） 

  条例素案について、５月３１日から６月２１日までパブリックコメントを募集したとこ 

ろ、区のホームページやハガキ等による意見提出があり、これらによる提出が難しい方か

らは直接お話しを伺った。 

 詳細は別紙３を参照。 

（１）意見提出件数 

   １３７件 

（２）内容 

１件の意見に複数の内容が含まれている場合があり、整理・分類後の件数は２６６件

であった（６月２２日時点）。分類については今後さらに精査する。 

条例素案に関する 

こと 

既存の制度や現状に

関すること 
その他 合計 

２０８件 ４２件 １６件 ２６６件 

（３）代表的な意見と区の考え方 

意見 区の考え方 

Ｎｏ．７９ 

第２条の定義部分で、障害の社会モデ

ルの説明を加える必要があると思いま

す。社会が障害を生み出しているという

社会モデルは、まだ世間では一般的に認

知されておらず、医学モデルの考え方が

浸透しています。また、第３条以降、社

会モデルが条文に明記されているため、

社会モデルの定義を先に示しておく必要

があると考えられます。 

 

第２条について、社会モデルの定義の

追記を検討していく。 

Ｎｏ．９７ 

 第３条（基本理念）では性の多様性の

記載がありますが、第８条（合理的配

慮）では「性別」のみが記載され、「性

的指向」や「性自認」が記載されていま

せんので、記載すべきだと思います。 

 

第８条について、性の多様性に関する

条文への追記を検討していく。 

Ｎｏ．１２３ 

「前文」には、区が本条例を国連の「障

害者の権利に関する条約」（障害者権利

条約）の理念を実現するために制定する

ことを明記してください。 

 

前文には「障害者の権利に関する条

約」の考え方や、条約発効からの法制度

の整備の流れについて、記載する予定。 
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５ 条例を踏まえた施策展開の例 

  本条例は今後の障害施策展開の基礎（土台）をなすものであり、令和６～８年度のせた

がやノーマライゼーションプラン（世田谷区障害者計画、世田谷区障害福祉計画、世田谷

区障害児福祉計画）の策定においては、条例で定める理念と施策の方向性を反映させてい

く必要がある。 

  条例に基づき、障害者の暮らしを支え、さまざまな課題解決のために引き続き取り組む

とともに、地域共生社会の実現に向けて必要とされる施策や拡充すべき施策を検討、実施

していく（調整中）。 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

令和４年７月  障害者施策推進協議会、地域保健福祉審議会 

９月  福祉保健常任委員会 

第３回区議会定例会に条例（案）を提案 

令和５年１月  条例施行 

 

 


